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　漏水しているかどうかは、すべての蛇口を完全に閉めて、水道メーターの中のパイロットが回っている

かどうかを見てください。ゆっくりでも回っていれば、宅内で漏水していますので、至急修理してください。

　なお、宅内漏水および増改築等による修理・水道管移設は、個人負担となりますので、直接、いなべ市

指定給水装置工事事業者（水道業務課にお尋ねいただくか、ホームページでご覧ください）に依頼をして

ください。

　 申請により上下水道使用料が減免還付になる場合があります。      

　 （還付になる場合…埋設管の老朽化などによる漏水）

・いなべ市指定給水装置工事事業者で修理し、「修理証明書」

　をつけて「減免申請書」を北勢庁舎　水道業務課へ提出し

　てください。（詳しくは水道業務課へお尋ねください）

・漏水していた月１期分を対象に、水道料金は漏水相当分の

　1/2を、下水道使用料は漏水相当分を減免還付します。

簡 単 に で き る 漏 水 の 調 べ 方

みなさんのお宅の水道は漏水していませんか？

17年度

漏れた分の水道料金ってどうなるの？

問い合わせ先……北勢庁舎　水道業務課　Z72-3516　FAX72-2260

水道メーター

パイロット

（漏水かどうかがわかります）

下水道排水設備工事責任技術者講習および試験のご案内
講習日時

講習・試験場所

受講・受験資格

問い合わせ先

試験日時

講習・試験
申 込 期 間

10月12日（水）　９：30 ～16：00

11月９日（水）　13：00

６月27日（月） ～  ７月８日（金） （当日消印有効）

メッセウイング・みえ（津市北河路町19－1）

本年11月９日で満年齢20歳以上で、排水設備工事または排水設備以外の下水道工
事あるいは水道工事の設計または施工に関し、受験申込日現在で２年（24カ月）以
上の実務経験を有する者

（財）三重県下水道公社 

　・雲出川左岸浄化センター　津市雲出鋼管町52-5　               Z059-235-2030

　・北部浄化センター�　　　三重郡川越町大字亀崎新田80-2　Z0593-65-3181 

　・南部浄化センター�　　　三重郡楠町大字北五味塚1085-18  Z0593-97-7411

　・松阪浄化センター�　　　松阪市高須町3922　                 Z0598-53-4865

北勢庁舎　下水業務課　　　　Z72-3515　FAX72-2260


